
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    自主自主自主自主（（（（共催共催共催共催））））文化事業文化事業文化事業文化事業    

「「「「小中学小中学小中学小中学生生生生吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会助成助成助成助成事業事業事業事業」」」」    

    

    

実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人財団法人財団法人財団法人    志木市文化志木市文化志木市文化志木市文化スポーツスポーツスポーツスポーツ振興公社振興公社振興公社振興公社    



小中学生吹奏楽演奏会助成事業小中学生吹奏楽演奏会助成事業小中学生吹奏楽演奏会助成事業小中学生吹奏楽演奏会助成事業実施実施実施実施要綱要綱要綱要綱    

    

平成１８年１０月 １日 

制         定 

 

（（（（趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目的目的目的目的））））    

第 1条    財団法人志木市文化スポーツ振興公社（以下「公社」という。）は、この要綱に定め

る演奏会の事業を実施する者（以下「助成事業対象者」という。）に助成を行うことにより

文化活動の振興に資するとともに、これらの事業を通じて公社の普及広報を行なうものと

する。 

（（（（助成事業対象者助成事業対象者助成事業対象者助成事業対象者）））） 

第 2 条    助成事業対象者は、志木市立小・中学校の吹奏楽（鼓笛隊含む）を行う課外（部・

クラブ）活動団体とする。 

ただし、合同で運営する場合は実質的に運営する団体 

（平 22 要綱 10・一部改正） 

（（（（実施方法及実施方法及実施方法及実施方法及びびびび事業内容事業内容事業内容事業内容）））） 

第 3 条 助成対象となる条件は次の通りとする。    

(1) 開催地・会場 

志木市民会館パルシティ 

(2) 主催者 

助成事業対象者 

(3) 実施期限 

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの間とする。 

(4) 事業の内容 

全市的、又は広域的であり、入場者に不特定多数の一般市民を対象にした公共的ま

たは公益的、かつ、助成事業対象者が日ごろの成果を発表することを目的とした演奏

会（以下「演奏会」という）。 

（平 22 要綱 10・一部改正） 

（（（（助成金助成金助成金助成金））））    

第 4条 助成を行う交付金については、次の通りとする。 

(1) １団体につき年１回とし、１２万円を限度とする。 

(2) 助成の対象となるものは次のとおりとする。 

ア 演奏会の実施日及びそれに要するための設営等準備、又はリハーサル１回に利用

する市民会館施設利用料 

イ アにかかる附属設備利用料 

(3) 利用料金が限度額を超える場合については、主催者の自己負担とする。 

(4) 助成金は、利用料金納入時に交付する。 

（平 22 要綱 10・一部改正） 

 

 



（（（（助成助成助成助成のののの申請手続申請手続申請手続申請手続きききき）））） 

第 5 条 助成事業対象者は、演奏会実施３０日前までに公社理事長（以下「理事長」という。）

に助成事業申請書（別記様式第 1号）を提出するものとする。 

（平 22 要綱 10・一部改正） 

（（（（助成助成助成助成のののの決定等決定等決定等決定等））））    

第 6 条 理事長は、提出された助成事業申請書の内容を審査し、助成の対象を決定するもの

とする。 

2 助成を決定した場合は、理事長はその旨を助成事業許可書（別記様式第２号）にて通知

するものとする。 

3 演奏会内容に変更が生じた場合は、助成事業対象者は、その理由を付して、直ちに理事

長に報告し、その承認を受けるものとする。 

（平 22 要綱 10・一部改正） 

（（（（演奏会演奏会演奏会演奏会のののの実施実施実施実施）））） 

第 7 条 助成事業対象者は、演奏会を円滑に実施し、かつ、演奏会の成果を上げるよう努め

るものとする。特に、広報・周知活動などを積極的に行ない、入場者の確保を図るものと

する。 

（（（（公社公社公社公社のののの普及広報活動普及広報活動普及広報活動普及広報活動））））    

第 8 条 主催者は、演奏会に係る印刷物には次のとおり公社の名称を表示する等、公社の普

及広報に努めるものとする。特に、パンフレットについては表紙上部に表示をすること。 

 

『『『『このこのこのこの演奏会演奏会演奏会演奏会はははは、、、、((((財財財財) ) ) ) 志木市文化志木市文化志木市文化志木市文化スポーツスポーツスポーツスポーツ振興公社振興公社振興公社振興公社のののの「「「「小中学生吹奏楽演奏会助成金小中学生吹奏楽演奏会助成金小中学生吹奏楽演奏会助成金小中学生吹奏楽演奏会助成金」」」」

をををを受受受受けてけてけてけて開催開催開催開催していますしていますしていますしています。』。』。』。』    

    

（（（（演奏会演奏会演奏会演奏会のののの報告報告報告報告））））    

第 9条 助成対象者は、公社に対し次のとおり報告する。 

(1) 公演終了後３０日以内に助成事業実績報告書（別記様式第３号）を理事長に提出す

るものとする。 

(2) 助成事業実績報告書の提出を怠った助成事業対象者は、次年度の助成事業対象より

除外するものとする。 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 10 条 この要綱に定めのない事項については、必要の都度、理事長が定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年要綱第 2条、第 3条、第 4条、第 5条、第 6条） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 



（様式第１号） 

小中学生小中学生小中学生小中学生吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会助成事業申請書助成事業申請書助成事業申請書助成事業申請書    

 

平成  年  月  日   

 

財団法人 志木市文化スポーツ振興公社 

             理 事 長 

 

申請者 団 体 名 

住  所 〒    － 

 

代表者名 

電話番号    （    ） 

 

 

下記及び別紙「助成事業計画書」（様式第１号－２）のとおり事業を行うにあたり、「小中

学生吹奏楽演奏会助成事業」の助成を受けたいので、申請いたします。 

 

記 

事 業 名 
 

開催日時 

平成   年   月   日（   ） 

①開場  ：    開演  ：    終演  ： 

②開場  ：    開演  ：    終演  ： 

添付書類 
１．事業計画書（様式第１号－２） 

２．その他（                              ） 

担当者名  電話番号     （     ） 

備  考  

№ 

理事長 事務局長 主 任 主 任 担 当 受 付 
受  付 印 

      

以上 



(様式第１号－２) 

小中学生小中学生小中学生小中学生吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会吹奏楽演奏会助成助成助成助成    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書    

平成  年  月  日 申請  

事 業 名  

実 施 日 時 <準備・リハーサル等> 

平成   年   月   日（  ） 

<公演> 

平成   年   月   日（  ）から   月   日（  ）まで 

①開場  ：     開演  ：    終演   ： 

②開場  ：     開演  ：    終演   ： 

会 場 志木市民会館パルシティホール ／ 会議室   号室から   号室まで 

主 催  
℡   （   ） 

共 催  
℡   （   ） 

後 援  
℡   （   ） 

協 力  
℡   （   ） 

内 容  

趣旨・目的  

入 場 方 法 無料 ／ 有料   料金 ①    円 ②    円 ③     円 

宣 伝 方 法 ① ② 

③                ④ 

【収入の部】 【支出の部】 予 算 

                      収支差引 

備 考  


